世帯類型別の訪問格付分類表（Ｈ12.3.23福祉第1746号通知準用）平成26年4月1日改正
	訪問格付
	　　A（赤）
	　　B（黄）
	　　C（白）
	　　D（青）
	　E（青）

	訪問回数
	毎　月
1回以上
	2ヶ月に
1回以上
	3ヶ月～4ヶ月に
1回以上
	6ヶ月に
1回以上
	12ヶ月に
1回以上

	ケ　　　ー　　　ス　　　の　　　分　　　類
	高齢者世帯
	○介護をできる者がいない世帯で、常時介護を要する状態にあって、在宅生活が困難な者、又は困難になりつつある者のいる世帯で、在宅介護福祉諸サービス（以下、在宅サービス）を要するが活用に至っておらず介護機関等との連携を必要としかつ近隣に有力な扶養義務者がいないなど、常時日常生活の把握が必要な世帯
	○単身あるいは一方が介護を要する状態にあって、十分な在宅サービスの活用に至っていないため、継続的に日常生活を把握し指導を要する世帯
	 (
【各付
C
：
共通事項】
※生活実態が特に安定していると認められる世帯は、その旨援助方針に記載して
4
か月に
1
回以上の訪問とすることができる。
)○病状等に変動が少ないが、生活態度、健康状態について定期的な実態把握と定期的な助言指導を要する世帯
	○必要な在宅サービスを十分に利用している世帯又は在宅サービスの利用は特に要さない世帯で扶養義務者等との交流が良好に保たれているなど、　安定した日常生活が維持されている世帯
	○訪問格付基準表Eの分類基準に記載されている世帯

	
	母子世帯
	○母親の養育態度、子供の就学態度等に問題があり、関係機関との連携が必要とされ、常時指導を要する世帯
	○母子の養育態度、子供の就学態度等に問題があり、関係機関との連携を図りながら、継続的に状況の推移を把握し指導を要する世帯
	○稼働能力を十分に活用して
いる、又は就労阻害要因が明確
になっており、早期の自立が見
込まれないため、定期的に生活
実態を把握し、指導助言を要す
る世帯
○母親の養育態度、子供の就学
態度等に問題がなく生活状況
の把握と定期的な指導助言を
要する世帯
	
	

	
	児童世帯
	○生計中心者の生活態度
等に問題があり、常時指導
を要する世帯
○就学態度等に問題があ
り常時指導を要する世帯
	○生計中心者の生活態度等に問題はないが、近隣に適当な監護者がいない世帯
	○生計中心者の生活態度等に問題なく、近隣に適当な監護者がいる世帯
	
	

	
	障がい者世帯
	○介護をできる者がいない世帯で、常時介護を要する状態にあって在宅生活が困難な者、又は困難になりつつある者のいる世帯で、在宅保健福祉諸サービス(以下、在宅サービス)を要するが活用に至っておらず、関係各機関等との連携を必要とし、かつ、近隣に有力な扶養義務者がいないなど、常時日常生活の把握が必要な世帯
	○単身あるいは一方が在
宅サービスを要する状態
にあって、十分なサービ
スの活用に至っていない
ため、継続的に日常生活
の把握が必要な世帯
○保有する能力の活用に
ついて、継続的に指導を
要する世帯
	○障がいは固定しており生活
態度、健康状態について定期的な実体把握と定期的な指導助言を要する世帯
○必要な在宅サービスを十分
に利用している世帯、又は必要
に応じて在宅サービスと近隣
の扶養義務者等による援助・世
話を受けている世帯
	○慢性期の精神疾患等を抱えているも、療養態度に問題なく、特に助言指導を要さない、グループホーム等に入居している世帯
	○訪問格付基準表Eの分類基準に記載されている世帯

	
	傷病者世帯
	○多疾病、多受診又は病状変化が多く、常時病状の把握を要する世帯
	○療養態度等に問題があり、継続的な指導を要する者のいる世帯
	○療養態度等に問題はないが、定期的な病状把握を必要とする世帯
	
	

	
	その他世帯
	○早期就労に向け継続的な求職活動と自立意欲の保持を図る必要があり常時指導を要する世帯

	○就労指導に従い積極的に求職活動を行なっていると認められるが、就労に至っておらず継続的に状況を把握し指導を要する世帯
	○稼働能力を十分に活用している、又は就労阻害要因が明確になっており、早期の自立が見込まれないため定期的に生活実態を把握し、指導助言を要する世帯
	
	


（参考）次に掲げる場合については、臨時訪問を行うこと。
(ｱ)申請により保護の変更を行う場合、(ｲ)生業扶助により就労助成を行った場合、
(ｳ)水道設備、電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合（事後確認）、
(ｴ)保護が停止されている場合、(ｵ)その他指導若しくは、助成又は調査の必要がある場合
 (
　
)　　　参照：局第12-1-(3)
